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2014(平成 26)年 4 月 22 日 

泉南市長  

  向井 通彦 様 

泉南市子どもの権利条例委員会 

会 長  吉 永 省 三 

副会長  田 中 文 子 

委  員   青 木 桃 子 

委  員   浜 田 進 士 

委  員   前 田 百合子 

 

 

第 1 回 泉南市子どもの権利条例委員会報告 

  

泉南市子どもの権利条例委員会は、泉南市子どもの権利に関する条例（以下、「条例」と

いいます。）第 16 条第 4 項に基づき、市長に対して本報告を行います。 

 

私たち 5 名は、昨年 11 月 18 日、本委員会の委員として、市長より委嘱を受けました。

これにより、同日より現在まで都合 7 回にわたり委員会を開催して審議を行い、またその

ための自主研究会を別途に 1 回実施して参りました。各回いずれも委員相互の熱心な質疑

や討議により審議を重ね、また事務局とも連携・協力して研究を深めて参りました。 

   

本委員会の審議では、条例が施行された 2012（平成 24）年 10 月から 2013（平成 25）

年度末までにおける、条例の運営状況及び条例に基づく事業等の実施状況について、事務

局からの報告をもとに鋭意検討しました。条例施行後 1 年半が経過した現在、条例が目的

とする「子どもにやさしいまち」の実現に向け、どのような成果や課題があるのか――こ

れについて本委員会は、概括として３点を捉えました。 

 

第一に、条例に基づく事業等を効果的に推進する全庁的な体制の確立が、喫緊の課題と

して捉えられます。第二に、条例により設置された「せんなん子ども会議」の運営や活動

の実際は、「子どもにやさしいまち」を具体化する重要なアプローチとして評価されます。

第三に、いじめ問題や体罰など子どもの人権侵害事象に対する取り組みや支援・救済の仕

組みを構築していくために、この条例をより積極的に活かしていくことが求められます。 

 

市長におかれましては、条例が目的とする「子どもにやさしいまち」のより一層の実現

に向け、条例第 16 条第 5 項に基づき、本報告の積極的な活用を図られますよう、本委員会

一同心より期待するものであります。ご高配のほど、よろしくお願い申し上げます。 
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報告事項Ⅰ：子どもの権利条例委員会の役割と運営等 

 

本事項は、条例に基づく本委員会の基本的な枠組み、あるいは本委員会の審議の前提事

項について、委員の私たち自身が十分に理解・認識しておく必要があることから、本委員

会として審議したものです。 

特に本委員会が地方自治法上の市長の附属機関であることに鑑みて、本委員会の第三者

的な基盤や自律的な視点を確保する観点から、本委員会の役割、運営の在り方、そして報

告時期等について、検討しました。 

 

１． 委員会の役割 

 

本委員会に課せられた役割について、条例の諸規定なかんずく第 16 条を参酌して審議し

た結果、次の諸点を本委員会の主たる役割として確認いたしました。 

 

（１）  条例が目的とする「子どもにやさしいまち」の実現に係る条例の運営状況につい

て、これを総合的かつ重点的な観点から審議すること。  

（２）  条例に基づいて市が実施する事業等について、その成果や課題を可能な限り明ら

かにする観点から、それら事業等の評価を行うこと。 

（３）  これらの審議をもって、市が行う「この条例の運営状況及びこの条例に基づく事

業等の実施状況について」の検証（条例第 16 条第 1 項）に資すること。 

 

２． 委員会の運営 

 

上の役割を適切に遂行するため、本委員会の運営は、条例第 16 条第 2 項が定める本委員

会設置の意義を十分に理解、認識し、特に次の各号を踏まえて行うものとしました。 

 

（１）  子どもたちが起草した条例前文を真摯に受け止めるとともに、条例の一般原則

となる第 1 条（目的）及び第 3 条（基本原則）に立脚して、子どもの最善の利益

を実現する積極的な観点から条例を適切に理解、認識し、委員会の運営に当たる。  

（２）  地方自治法が定める市長の附属機関の積極的な意義に鑑み、行政外の第三者的

な立場から、とりわけ市民の視点から、また有識者の視点から、条例が定める市

の検証（第 16 条）に積極的に貢献できるよう、本委員会の運営に当たる。  

（３）  前各号を踏まえ、市長に対する必要な報告等（条例第 16 条第 4 項）は、翌年度

における市の子ども施策に活かされるよう、毎年度、原則として翌年度の予算が

調製されるまでに行うこととし、本委員会の運営に当たる。ただし、条例の目的

等に照らして特に必要と認めるときは、適宜、市長に対して報告等を行う。   
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（４）  その他必要な事項は、子どもの権利条例委員会規則第 10 条に基づき、子どもの

権利条例委員会要綱（後掲資料 1参照）を定め、本委員会の運営に当たる。 

  

３． 報告時期と審議対象期間 

 

本委員会が担う役割等の積極的な意義を踏まえ、本報告の時期と審議の対象とする期間

について、次の通りとしました。 

 

（１）  第 1 回報告は、条例が 2012（平成 24）年 10 月に施行され一定期間経過すること

から、2013（平成 25）年度末または 2014（平成 26）年度当初段階までに行う。  

（２）  第 1 回報告のための審議は、2012（平成 24）年 10 月から 2013 年度末までの条

例の実施状況等を主たる対象として、これを行う。   

（３）  前 2 項を踏まえるとともに、上記２の（３）に基づいて、第 2 回報告は 2014（平

成 26）年度中の最も適切な時期に行うものとする。 
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報告事項Ⅱ：「子どもにやさしいまち」を実現するための条例の運営状況 

 

上記の報告事項の 1 の（１）を踏まえ、条例が目的とする「子どもにやさしいまち」の

実現に係る条例の運営状況について、総合的かつ重点的な観点から検討しました。 

そこでまず、条例の広報と積極的な条例運営を図るための市の推進体制について検討し

ました。そして次に、条例運営の内容について、総合的かつ重点的な検証を図る観点から、

最も重点となるテーマや取り組みは何か、その現状はどうなっているか、検討しました。 

 

１． 条例の広報と積極的な条例運営を図る市の推進体制 

 

条例第 15条は、第 1項で、条例の目的を達成するために総合的かつ計画的に条例を実施

することを市に課しています。これを踏まえて同条第 2 項は、条例の内容と条例の実施に

係る計画等について、市民等に広報することを市に義務付けています。これらによって、

条例の広報と積極的な条例運営を図るための、市の全庁的な推進体制の確立をはかるもの

とされています。それらの取り組みの現状について検討しました。 

 

（１）  条例施行段階では、市の広報誌をはじめ様々に工夫した内容と方法により条例の

市民向け広報が行われてきた。例えば市長と子どもたちとの対談を実施するなど具

体的な活動を通して「子どもにやさしいまち」のコンセプトを市民等に発信しよう

としていること、また条例によって設置された「せんなん子ども会議」の活動とし

て、子どもたちの手によって条例の広報が進められていることなど、高く評価でき

る。それだけに、それらを今後とも継続発展させていくことが期待される。 

（２）  他方で、小中学校をはじめとする子ども施設の教職員や子ども、保護者には、条

例がまだ広く認知されるまでには至っていないように受け止められる。現段階では

統計上の数字としては把握できていないが、本委員会の市民委員や「せんなん子ど

も会議」に集う子どもたちの話から察すると、市の広報が十分に届いていない現状

も感じられる。さらに根気よく継続的な広報活動の工夫が求められる。 

（３）  今後に求められる継続的な広報活動の工夫として、条例第 8 条が定める「子ども

の権利に関する学習と教育」の推進と、条例第 15 条が定める広報とを、相互に関

連づけて、より相乗的な効果が期待できる方法と内容で事業展開を図ることが重要

である。その際に市は、小中学校などの子ども施設、そのＰＴＡや保護者会、社会

教育諸団体、そして「せんなん子ども会議」などの子どもたちとの連携を図り、年

間を見通した事業の実施計画を立て継続的に取り組んでいくことが肝要である。 

（４）  条例第 15 条が市に課するところの広報は、市が条例を総合的かつ計画的に実施

していく一環として位置づけられている。そこで、条例の広報を中心的に担う市の

機関は、同時に条例に基づく事業等の進行管理を一元的に担う市の機関でもあると
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いえる。他方で、その市の機関は、条例に基づく事業等のそれぞれを所管して実施

する市の機関とは、必ずしも同一ではない。広報や進行管理を担う前者では本委員

会の事務局の役割が大であるが、個々の事業を担当する後者は市長部局か教育委員

会事務局かを問わず、それぞれの事業等に最も関連する部局による所管が望ましい。

こうした全庁的な推進体制を実効あるものとして早期に整備・確立していくことが、

きわめて重要である。 

（５）  以上に見てきたことから、本委員会事務局を所管する部局には、条例の広報と事

業等の進行管理を担う役割が期待される。それだけに本委員会事務局がこの条例の

内容を熟知して、充分な理解と認識をもってより効果的に役割を果たすことができ

るよう、一定継続的な職員の配置による推進体制の確立が特に重要である。 

 

２． 条例運営の最重点課題となる第 4条と第 5条 

 

条例運営において最重点課題となるテーマや取り組みについて検討しました。その結果、

条例第 4 条が規定する「子どもの意見表明と参加」、そしてこれを具体化するために第 5 条

により設置された「せんなん子ども会議」が、最重点のテーマ及び取り組みになるものと、

本委員会は判断しました。それは次のようなことからです。 

条例第 1 条は、子どもの権利条約（児童の権利に関する条約）に基づいて、泉南市を「子

どもにやさしいまち」にしていくと定めています。そこで本委員会は、この「子どもの権

利条約に基づいて」との意義について、共通の理解と認識を図るため、子どもの権利条約

の一般原則――第 2 条（差別の禁止）、第 3 条（子どもの最善の利益）、第 6 条（子どもの

生命と生存・発達への権利）、第 12 条（子どもの意見表明と参加の権利）――について、

国連・子どもの権利委員会やユニセフ（国連児童基金）の見解をもとに検討しました。そ

して、とりわけ第 3 条と第 12 条との相関的な関係を十分に理解することの重要性について、

改めて共通認識しました。整理すると次の通りです。 

 

（１）  まず、条約第 3 条は、おとなが子どもにかかわる事柄を行うときには、公私の別

なく、「子どもの最善の利益」を第一に考慮することを義務付けている。  

（２）  そして、その最善の利益を具体化するためのアプローチとして、条約第 12 条「子

どもの意見表明と参加の権利」が定められている。条例がいう「意見」は、子ども

の心情や気持ちをも含むものであり、この権利は乳幼児にも尊重される。  

（３）  したがって、子どもの最善の利益を実現していく（3 条）ためには、私たちおと

なが、まず子どもの声に耳を傾け、子どもの意見や気持ちをしっかりと受け止め、

子どもの参加を支援していくこと（12 条）が、重要かつ不可欠である。  

（４）  このような子どもの権利条約の一般原則は、条例の基本原則として、第 3 条「子

どもの権利の尊重」に位置づけられており、これに基づいて改めて条例全体を精読

すれば、第 4 条と第 5 条は、「子どもにやさしいまち」を実現していく上で根幹を
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成す、きわめて重要な位置にあるといえる。 

 

つまり、「子どもの最善の利益」を具体化するには「子どもの意見表明と参加」が重要か

つ不可欠であり、この原理に基づくのが「子どもにやさしいまち」だということです。 

本委員会は、この共通認識を踏まえ、条例第 4 条が定める「子どもの意見表明と参加」

は、条例の目的を実現していく最も基本的なアプローチであること、それを具体化するた

めに第 5 条で「せんなん子ども会議」が設置されたことを改めて確認し、よって、これら

第 4 条及び第 5 条の実施が、条例運営における最重点課題になると判断しました。 

もとより、ここでいう「最重点課題」とは、そのテーマや取り組みを深めていくことに

より、その他の諸課題に積極的な影響を及ぼし、条例全体のより効果的な運営を可能とす

るものです。 

 

３．「せんなん子ども会議」の意義――最重点課題の取り組み 

 

そこで、この条例第 4 条と第 5 条を中心に、条例の運営状況に関する検証を行うものと

し、特に「せんなん子ども会議」の制度運営について、またその中での子どもたちの活動

について、条例運営上の成果と課題を検討しました。 

本委員会は、この検討を進めるにあたって、本委員会の事務局から関係資料（後掲資料

２参照）の提供と説明を受け、質疑等を行い、そのうえで会長を除く 4 委員の所見書（後

掲資料３参照）の提出を求め、これらを討議資料として審議を深めました。 

その結果、条例が目的とする「子どもにやさしいまち」を具体的に実現していくうえで、

「せんなん子ども会議」が果たしている機能や役割は、きわめて重要な意義と内容を持つ

ものだと受け止めました。大きく概括すれば、次の４点です。 

 

（１）  「せんなん子ども会議」は、条例が定める「子どもの意見表明と参加」の積極的

なあり方を、子どもたちの願いや希望と、子どもたちの実際の生活に根差して、そ

して子どもたち自身が身をもって示す、具体的なモデルとなっている。 

（２）  「せんなん子ども会議」は、条例に基づいて（つまり法制度上の基盤をもって）

設置されたことで、子どもの声を市政に反映させて「まちづくり」――2002 年国連

子ども特別総会で採択された国際基準「子どもにふさわしい世界はすべての人にふ

さわしい世界」に基づく「まちづくり」――を進める、先駆的な自治体運営の試み

となっている。 

（３）  「せんなん子ども会議」では、「いじめ」や体罰、虐待等の問題に対する子どもた

ち自身の取り組み――学習してビデオやポスターなど媒体を作成し、広報・啓発活

動に取り組むなど――が行われており、それらの活動を通して、現状をより良く変

えていくための「子どもとおとなのパートナーシップ」が期待できる。 

（４）  「せんなん子ども会議」の活動は、子どもの自主・自発による社会教育や生涯学
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習の場ともなっており、さらに今後、学校教育や社会教育との連携等を図ることに

より、子どもを地域社会で豊かに育てる新たな取り組みの展開が期待される。 

 

こうした「せんなん子ども会議」の活動と運営を通して、子どもたちが現実の具体的な

課題に対して、その打開や解決を目指して、意見表明と参加に取り組んできたことは、き

わめて重要な意義と内容を持つものです。 

参加した一人ひとりの子どもにとっては、自尊観や自己肯定感を豊かにする場となり、

そうして学校生活へのモチベーションを高める契機ともなっているようです。 

また、泉南市の社会や地域にとっては、子どもたちの意見表明と参加によって「まちの

活気」がもたらされるとともに、より豊かな「まちづくり」を目指すうえで必要かつ有効

な社会資源が、創出されつつあるといえます。 

本委員会はこれらのことから、この条例第 4 条及び第 5 条に基づく「せんなん子ども会

議」について、さらに今後とも、より発展的で効果的な制度運営が図られるよう、大いに

期待するところです。 
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報告事項Ⅲ：条例に基づく事業等の実施状況について 

 

報告事項Ⅰの１の（２）を踏まえ、審議対象となる事業等について検討しました。 

ただ現段階では、未だ計画段階にある事業等も少なくなく、また本委員会としても、昨

年 11 月から現在までの限られた日程の中では、本事項に係る内容的な審議に、十分な時間

を割くことが困難な状況でした。よって本事項は、現段階において可能な範囲において扱

うものとし、さらに今後において内容的審議を深めていくこととしました。 

そこで、主として条例に基づく事業等の実施上の課題について、条例の規定に照らして

検討しました。これに基づき以下の報告では、三つの課題を取り上げます。 

一つは、条例に基づく事業等全体の構成や構造にかかわる課題、二つは、国の法と基本

方針により自治体と学校に取り組みが求められているいじめ問題にかかわる事業等の課題、

三つは、体罰問題にかかわる事業等の課題です。 

 

１． 条例に基づく事業等全体の構成等にかかわる課題 

 

条例第 15 条第 1 項は「市は、この条例の目的を達成するために、総合的かつ計画的に、

この条例を実施するものとします」と定めています。したがって、この条例に基づく事業

等の実施については、それら事業群の全体の構成や構造を明らかにしつつ、一定年度の期

間にわたる段階的で発展的な実施計画を立てていくことが必要です。 

こうした条例に基づく事業群の全体の構成や構造に関係して、特に次の諸点が、当面す

る事業等の実施上の課題として捉えられます。 

 

（１）  条例の規定に基づいて実施する事業等は、二つに大別される。一つはすでに実施

されている事業を条例に基づいて改めて位置づけたり、再編したりすることにより

整理・把握できる事業群。もう一つはそれら既存事業では条例上の意義が具体化で

きない課題で、新規事業として実施する必要がある事業群。まず、この二つのカテ

ゴリーにより、実施する事業等の全体を明らかにすることが求められる。   

（２）  条例第 16 条第 3 項により設けることとなっている「子どもの権利条例市民モニ

ター制度」について、これを速やかに具体化することが必要である。市民モニター

は、本委員会と連携・協力して条例の運営状況に関する検証に参加する位置づけと

なっており、条例の目的を達成していくうえで優先順位の高い事業の一つと捉えら

れる。特に条例の認知状況や条例実施の現状を把握して、より効果的な広報や啓発、

事業展開を図るうえで、市民モニターは重要な役割が期待される。 

（３）  第 11 条に基づく「せんなん子ども支援ネットワーク」、第 12 条に基づく「子ど

もの安全委員会」など、「子どもにやさしいまち」を具体化していくための市と市民

等との連携や協力、ネットワークを推進していく仕組みについて、事業実施の年次



10 

 

的な計画を明らかにしていくことが必要である。  

（４）  近年相次いで制定された「いじめ防止対策推進法」や「子どもの貧困対策推進法」

などを受けて――もとより泉南市の子どもの権利に関する条例を基盤とする中で―

―「子どもにやさしいまち」を実現していくために、泉南市ではどのように事業展

開を図っていくのか。とりわけ「いじめ」問題に関しては、基本方針の策定や組織

の設置が求められているが、泉南市子どもの権利に関する条例に基づく全体的な仕

組みづくりとして、それらを具体化していくことが重要である。  

 

上述のうち、特に（４）で述べる「いじめ対策推進法」は、その後これに基づいて国の

「いじめ対策基本方針」が公表され、自治体や学校でもそのそれぞれの地域や子どもたち

の実情を踏まえ、いじめ対策のための基本方針や組織の設置が求められています。上の（４）

を踏まえ、さらに今後、条例に基づく泉南市の取り組みに資する観点から、いじめ問題に

かかわる事業等の課題について、改めて次項で述べます。 

 

２． いじめ問題にかかわる事業等の課題 

 

昨年 6 月に「いじめ防止対策推進法」が公布され、自治体や学校にも「いじめ防止基本

方針」の策定と組織の設置等が求められています。 

いじめ問題は、いうまでもなく子どもの人権にかかわる重大な社会問題です。それゆえ、

子どもの人権の尊重を「まちづくり」の根幹に位置づける「泉南市子どもの権利に関する

条例」は、いじめ問題に対する取り組みをも視野に入れて制定されています。子どもたち

が起草した条例の前文でも、いじめ問題への取り組みは主要な課題の一つとして位置づけ

られています。そうした子どもたちの望みや願い、子どもの視点を、何よりも大切に受け

止めて、この条例は制定されました。 

したがって、泉南市における、いじめ防止にかかわる事業等は、国の法と基本方針を踏

まえつつ、この条例を積極的に活かしていくことにより、何よりも子どもの最善の利益を

具体化していく有効な取り組みとして、推進していくことが可能になるといえます。 

そこで、今後に策定される泉南市と各学校の「いじめ防止基本方針」において、「泉南市

子どもの権利に関する条例」をどのように積極的に活かしていくか――本委員会としても

検討しました。その結果、特に以下の諸点を述べるものです。 

 

（１）  国の基本方針は、基本的な考え方として、「いじめは、どの子供にも、どの学校

でも、起こり得る」と繰り返し述べている。「いじめ」は、子どもの発達過程上にお

いて、ほぼ不可避的に起こり得る問題だという見方だ。とすれば、子どもの発達に

寄り添うことのできる――おとなの被害・加害関係の問題処理とは異なる――、子

ども固有の打開や解決のアプローチが十分に留意されなければならない。 

そこで、条例の第 3 条（子どもの権利の尊重）を基盤とする対応や取り組みが重
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要となる。特に同条第 2 項は「子どもの声に耳を傾け、子どもの最善の利益を第一

に考慮」すると定めている。いじめ問題における対処として考えられる「事実関係

の確認」や「被害者のケア」は、こうした子どもの意見表明・参加によって当該子

どもの最善を目指すアプローチとして、行われなければならない。 

（２）  国の基本方針は、「いじめの未然防止」は全ての児童生徒を対象に「いじめを生ま

ない土壌をつくる」ことだとし、「お互いの人格を尊重し合える態度など、心の通い

合う人間関係を構築する能力の素地を養うこと」、「全ての児童生徒が安心でき、自

己有用感や充実感を感じられる学校生活づくり」などを強調している。そのための

施策として、とりわけ「児童生徒の主体的な活動の推進」――参議院文教科学委員

会での法案審議では「本法の運用に当たっては、いじめの被害者に寄り添った対策

が講じられるよう留意するとともに、いじめ防止等について児童等の主体的かつ積

極的な参加が確保できるように留意すること」と付帯決議がなされた――と、そし

て「いじめ防止等のための対策に従事する人材の資質能力向上」として、特に「教

職員研修の充実」を挙げている。 

こうした未然防止の考え方は、すでに「泉南市子どもの権利に関する条例」の第

8 条（子どもの権利に関する学習と教育）、第 7 条（子どもの居場所づくり）、第 4

条（子どもの意見表明と参加）、第 5 条（せんなん子ども会議）、第 10 条（子ども

施設職員の支援）などに示されており、これらに基づいて未然防止の取り組みを具

体的に展開していくことが求められる。 

そこでは、子どもたちは、いじめ問題の打開や解決に参加する主体として存在す

る。学級会活動や児童・生徒会活動、学校行事などの特別活動、また総合学習の時

間などを通して、子どもの自治的活動や問題解決学習の活動として、さらに子ども

参加の学校づくりとして、具体化されることが期待される。その際、第 8 条は第 2

項で「子どもの権利に関する積極的な教育及び啓発活動を教育課程等に位置づけて

実施する」としており、これに基づく取り組みが教育委員会と学校に求められる。 

（３）  国の基本方針は、「いじめの早期発見」のために「児童生徒が訴えやすい体制を整

える」とし、そのための施策として「教育相談体制の充実」を挙げている。また、

「より多くのおとなが子供の悩みや相談を受け止めることができるように」と早期

発見の観点から、地域や家庭との連携を強調している。 

これに関係しては、特に条例の第 6 条（子どもの相談と救済）が 4 項にわたって

基本的な枠組みを定めており、これに基づく事業等の推進が重要である。その際、

国の基本方針が強調する「児童生徒が訴えやすい体制」に留意を要する。子ども自

身から見て、信頼できてアクセスしやすく利用しやすい相談窓口など、子どもがＳ

ＯＳを発することのできる社会的環境を整えていくことが重要だ。改めて第 6 条に

照らして既存の相談窓口の一層の充実・発展を期することが求められる。また、そ

の一環として、子どもたちのピアカウンセリング（異年齢の関係も含む子どもたち

同士の相談・支援の活動）を支援・促進する仕組みも必要である。第 5 条に基づく
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「せんなん子ども会議」では、すでにそうした取り組みが見られるが、さらに第 7

条（子どもの居場所づくり）の具体化を図り、「児童生徒が訴えやすい体制」を社会

的環境として整えていくことが重要である。 

さらに、早期発見の観点から家庭や地域との連携を促進するためには、条例第 9

条（親その他の保護者の支援）、第 11 条（せんなん子ども支援ネットワーク）、さら

に第 15 条第 3 項（市民モニター制度）などに基づく取り組みが重要である。 

（４）  国の基本方針は、地方公共団体は条例などの形で「地方いじめ防止基本方針（地

域基本方針）」を定めることが望ましいとし、その内容として、地域の実情に応じて

「いじめ防止等の対策の基本的な方向を示す」こと、防止・早期発見・対処が「体

系的かつ計画的に行われるよう、講じるべき対策の内容を具体的に記載すること」

を挙げている。さらにその例として、「いじめ防止等に係る日常的な取組の検証・見

直しを図る仕組み」や「啓発活動や教育的取組を具体的に定め」るとしている。 

 いうまでもなく、国の基本方針が求める地域基本方針の内容は、単に「いじめ防

止」のみに特化されるものではない。上述の通り、「いじめ防止」の根幹は、「いじ

めを生まない土壌をつくる」ところにあり、また「児童生徒が訴えやすい体制を整

える」ところにある。すなわち子どもの権利を尊重する「子どもにやさしいまち」

を具体的に実現していくことである。したがって、条例の第 1 条（目的）、第 3 条

（子どもの権利の尊重）、第 4 条（子どもの意見表明と参加）をはじめとして、条例

規定のほぼすべてが、地域基本方針の内容として位置づくものだといえる。 

（５）  国の基本方針は、児童生徒への指導や相談対応等の観点から、必要に応じて関係

機関との連携を図ることとし、これを踏まえ「いじめ防止等に関係する機関及び団

体の連携を図るため」、地方公共団体は地域の実情に応じた構成員と名称により「い

じめ問題対策連絡協議会」を設置することが望ましいとしている。 

 これに関係しては、条例第 11 条（せんなん子ども支援ネットワーク）に基づいて、

泉南市の地域の実情に応じた組織を構想することが肝要である。同条は第 1 項で「子

どもは、その最善の利益が第一に考慮されるなかで充実した子ども時代を過ごすた

めに、社会から必要な支援を受ける権利を持つ」とし、そうした支援を子どもが受

けられるよう、第 2 項と第 3 項で、市と子ども施設、市民等の自主・自発に基づく

協働の取り組みとして、「相互の情報発信や学習、交流や啓発等の取り組み」を内容

とするネットワークづくりを定めている。もとより、こうした「連絡協議会」は子

どもへの監視や管理を強化するものではない。条例が定めるように、子どもの発達

と成長への支援的なかかわりとして推進していくことが重要である。 

（６）  国の基本方針は、「いじめへの対処」においては「いじめの問題等を第三者的立場

から調整・解決する取組を促進する」とし、これを踏まえ、専門的な知識や経験を

有する第三者等が参加する附属機関を教育委員会――あるいは地方公共団体の下に

置く行政部局――に、平時より置くことが望ましいとしている。その機能は、①い

じめ防止等のための調査研究等と有効な対策検討、②いじめの通報や相談を受け第
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三者機関としての問題解決、③学校からのいじめ報告に対応する調査、これら三つ

が挙げられている。 

 これは、兵庫県川西市の子どもオンブズパーソン制度等をモデルに想定されてい

るといえる。上の①はオンブズパーソン制度におけるモニタリングや制度改善の機

能であり、②と③は個別救済の機能に当たる。泉南市の条例では、①の機能を担う

ものとして、本委員会すなわち子どもの権利条例委員会が設置され（第 16 条第 2

項）。また②と③については、第 6 条（子どもの相談と救済）が 4 項にわたって定

める枠組みを既存の相談窓口に適用することにより、可能な限りの機能充実を図る

ものとされてきた。ただし、②と③にかかわる専門性や第三者性が現状において充

分に担保されているとはいいがたく、検討すべき課題だといえる。 

 

３．体罰問題にかかわる事業等の課題 

 

 泉南市では近年、小学校での体罰事案が発生し、新聞でも報道されました。そうした経

過をも踏まえて、体罰問題について、本委員会での検討を行いました。 

 もとより、体罰は学校教育法第 11 条但し書きで禁止されています。しかし他方では「教

育的体罰」などという言葉が、未だ死語にはなっていない現状も見られます。そうした現

実に対して、この条例を積極的に活かしていくことが求められています。 

この場合も、目的は単に「体罰をしない・させない」ことにあるのではありません。ど

こまでも「子どもの人権・権利を尊重する教育実践を追求する」――これが目的となりま

す。単に「しない・させない」ことよりも、より積極的に互いの人権・権利を尊重し合え

る関係や土壌、文化を、豊かに育て、そして子どもの最善の利益を具体的に実現していく

ことが重要なのです。この実践上の構造は、すでに見てきたように、いじめ問題と同様で

す。国のいじめ防止基本方針でも、体罰問題は次のように言及されています。 

 

  教職員の不適切な認識や言動がいじめの発生を許しいじめの深刻化を招きうることに

注意する。また、特に体罰については、暴力を容認するものであり、児童生徒の健全な

成長と人格の形成を阻害し、いじめの遠因となりうるものであることから、教職員研修

等により体罰禁止の徹底を図る 。 

 

したがって、いじめ問題と体罰問題とは、子どもの人権・権利を尊重する関係や環境を

豊かにしていくという点において、同じ質を持った実践を、教師をはじめとするおとなた

ちに求めているといえます。そこで、次の諸点を指摘しておきたいと考えます。 

 

（１）  条例第 8 条（子どもの権利に関する学習と教育）に基づく事業等の積極的な推進

が重要である。その第 1 項は市の職員や学校その他の子ども施設の職員の、第 2 項

は学校その他の子ども施設における子どもたちの、そして第 3 項は親その他の保護
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者や市民等の、それぞれの学習や研修等の機会の積極的な提供を市や子ども施設に

課している。この三者がともに学び合う関係を通してこそ、建前ではなく、より実

践的な学習や教育が可能となる。加えて、第 9 条（親その他の保護者の支援）、第

10 条（子ども施設職員の支援）に基づく事業等も重要である。  

（２）  体罰も「いじめ」も、閉鎖的で同調圧力の強い集団内で起こる傾向にある。それ

ゆえ学校では、民主的な開かれた場や集団、相互・共同的な関係を育てる教育実践

が重要である。そこで、学級づくりや授業づくり、特別活動など学校教育の実践原

理として、特に条例の第 3 条（子どもの権利の尊重）及び第 4 条（子どもの意見表

明と参加）を位置づけていくことが必要である。 

また、そうした学校の取り組みを継続・発展させていくには、学校外で取り組ま

れる社会教育や生涯学習活動との連携や協働を工夫するなど、地域や社会に開かれ

たアプローチが大切である。そこで、条例第 5 条（せんなん子ども会議）や第 7 条

（子どもの居場所づくり）、第 14 条（泉南市子どもの権利の日）に基づく事業等の

実施により、より積極的な学校と社会との連携を推進することが期待される。 

（３）  もし体罰事象が起こってしまったとき、どう対処するのか。学校からの体罰報告

を受けて市や府の教育委員会としての対処が行われるわけだが、単に教員の処分を

行うことをもって、子どもの最善の利益が図られる、とはいえない。その両者は、

必ずしもイコールではない。これは子どもの人権問題における固有性といえるが、

子どもの発達とともに子どもの置かれている現実状況に寄り添った、ケアやサポー

トが何よりも重要である。 

つまり、子どもの最善の利益を図るためには、まず子どもの意見表明と参加を確

保すること、すなわち当事者の子どもの気持ちや思い、意見を聴き、受け止め、そ

こから具体的な解決のイメージを関係者が分かち合いながら、取り組みを進めるこ

とである。こうして、当事者の子どもの思いや願いに確かに根差して、保護者と教

師その他関係者が協同して子どもの最善の利益を図るために、互いの立場から尽力

していくことが何よりも大切である。 

したがって、体罰問題では、条例の第 3 条（子どもの権利の尊重）、第 4 条（子

どもの意見表明と参加）に基づいて、第 6 条（子どもの相談と救済）の制度的枠組

みを当該の子どもに確かに保障することが不可欠である。さらに必要な場合は、第

7 条（子どもの居場所づくり）に基づくケアやサポートを提供することが求められ

る。こうした条例上の一連の子ども救済の枠組みを、実際に機能するものとしてい

かねばならない。そのためにも、いじめ問題とも関連させて、第 6 条の第三者性や

専門性の確保について、充分に検討していくことが重要である。 

 

 

以上 
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子どもの権利条例委員会要綱 

 

 

○ 泉南市子どもの権利条例委員会の運用に関する要綱 

平成２６年４月１８日泉南市子どもの権利条例委員会制定 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、泉南市子どもの権利条例委員会規則（平成２５年泉南市規則第３４

号。以下「規則」といいます。）第１０条の規定に基づき、泉南市子どもの権利条例委員

会（以下「委員会」という。）の運営に関し必要な事項を定めます。 

（委員会が担う検証） 

第２条 委員会は、規則第２条の検証を行うに当たっては、次の各号を基本として行いま

す。 

（１） 条例の運営状況の検証は、条例が目的とする「子どもにやさしいまち」の実現

に係る条例の運営状況について、総合的かつ重点的な観点から行うものとします。 

（２） 条例に基づく事業等の実施状況の検証は、それら事業等の評価について、その

成果と課題を可能な限り明らかにする観点から行うものとします。 

２ 前項の検証は、泉南市子どもの権利に関する条例（平成２４年泉南市条例第２６号。

以下「条例」という。）第１条及び第３条に基づいて適切に行うものとします。 

（市長に対する報告等） 

第３条 条例第１６条第４項の規定による市長に対する必要な報告等は、翌年度における

市の子ども施策等に活かされるよう、毎年度、原則として翌年度の予算が調製されるま

でに行います。 

２ 前項の規定にかかわらず、委員会が特に必要と認めるときは、適宜、市長に対して報

告等を行うものとします。 

３ 前２項の市長に対する報告等は、原則として書面の提出及び口頭説明の方法により行

うものとします。 

（会議の公開） 

第４条 委員会の会議は、公開します。ただし、委員会の会議が次のいずれかに該当する

場合は、当該会議を公開しないことができるものとします。 

（１） 会議において泉南市情報公開条例（平成１１年泉南市条例第１７号）第９条又

は第１０条の規定に該当する情報に関し審議する場合 

（２） 会議を公開することにより、公正・円滑な審議が著しく阻害され、会議の目的

が達成できないと認められる場合 

２ 前項ただし書の非公開の決定は、会長が委員会に諮って行うものとします。 

附 則 

この要綱は、平成２６年４月１８日から施行します。 

資料 1 
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泉南市子どもの権利に関する条例推進のための取組 

（平成 24 年 11月～平成 26 年 3 月） 

 

Ⅰ．広報・周知について（研修会を含む）（第 8 条 1 項、第 15 条 2 項） 

①広報せんなんを利用した発信 

平成 24 年 11 月 子どもの権利に関する条例の制定について 

平成 25 年 1 月 子どもと語る子どもの権利 市長対談 

平成 25 年 2 月 シリーズ「子どもの権利」ＮＯ1 

「せんなん子ども会議」準備チームより  

平成 25 年 3 月 シリーズ「子どもの権利」ＮＯ2 

「せんなん子ども会議」の設置にむけて 

平成 25 年 4 月 シリーズ「子どもの権利」ＮＯ3 

「子どもにやさしいまち」をめざして 

平成 25 年 5 月 シリーズ「子どもの権利」ＮＯ4 

「せんなん子ども会議」の参加者募集 

平成 25 年 6 月 シリーズ「子どもの権利」ＮＯ5 

「子どもの相談と救済」住友先生の講演会から 

平成 25 年 7 月 シリーズ「子どもの権利」ＮＯ6 

「せんなん子ども会議」第 1 回会議の報告 

平成 25 年 8 月 シリーズ「子どもの権利」ＮＯ7 

子どもの権利条約が成立するまで 

平成 25 年 9 月 シリーズ「子どもの権利」ＮＯ8 

「せんなん子ども会議」夏の一日会議から 

平成 25 年 10 月 シリーズ「子どもの権利」ＮＯ9 

「せんなん子ども会議」おとなや子どもに伝えたいこと 

平成 25 年 11 月 シリーズ「子どもの権利」ＮＯ10 

11 月 20 日は「泉南市子どもの権利の日」 

平成 25 年 12 月 シリーズ「子どもの権利」ＮＯ11 

「地方自治と子ども施策」全国自治体シンポジウムに参加して 

平成 26 年 1 月 シリーズ「子どもの権利」ＮＯ12 

「子どもの権利条約」批准 20 年 

平成 26 年 2 月 シリーズ「子どもの権利」ＮＯ12 

せんなん子ども会議フィールドワーク 

平成 26 年 3 月 シリーズ「子どもの権利」ＮＯ13 

子どもの参加と意見表明を考える 

資料２ 
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■現状と課題 

・ 当初は、子ども会議の報告意外にも、子どもの権利に詳しい先生方への簡単なＱ

Ａ形式での文章を依頼しようと考えていたが、子ども会議の報告が主な内容とな

った。 

・ 毎月、継続していることで認知度を高めることを期待しているが、文章量も増え

る中で、どれほど読んでもらえているのかは不安である。 

・ 広報では、子どもたちに読んでもらうことができないので、子ども向けには他の

方法が必要である。 

 

②啓発パンフレットの配布 おとな用 

配布時期 事業名 場所 部数 

24年 11月 20 日～26 日 人権作品展 イオンホール 300 

24 年 11 月 24 日 子どもを守るネットワーク 

市民啓発劇 

文化ホール 500 

24 年 12 月 2 日 人権市民のつどい 文化ホール 200 

25 年 2 月 16 日 泉南子ども安全大会 福祉センター 200 

25 年 5 月 26 日 憲法のつどい 文化ホール 200 

25 年 20 日～26 日 人権作品展 イオンホール 300 

25 年 12 月 1 日 人権市民のつどい 文化ホール 200 

25 年 12 月 22 日 子どもを守るネットワーク 

市民啓発劇 

文化ホール 

 

500 

 

 

③啓発パンフレットの配布 児童生徒用 

  平成 24年 11月 

  緑色、Ａ3版を 6つに折ったものを 小中学生全員に配布 

 

④会議等を使って条例についての説明会の実施 

 ○平成 24年度 

 校園長会・教頭会 

 社会教育委員会 

 PTA の実行委員会（生涯学習課より） 

 学校支援地域本部実行委員会 

 樽井保育所（保育子育て支援課より） 

 子ども安全大会 
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⑤校区人権協における広報 

  ○平成 24年度・ハンナブンヤさんのゴスペルにのせて 

・ 10 月 9 日（一丘小学校・雄信小学校 ）10 月 19 日(砂川小学校 ) 

・ 10 月 19日(西信達小学校) 11 月 20日(新家小学校) 10 月 27 日(樽井小学校)  

○ 平成 25 年度・ハンナブンヤさんのゴスペルにのせて 

・ 10 月 26 日（新家東小学校 ） 

 

現状と課題 

・ 現在のパンフレットはおとなを対象に作成したものであるが、配布をしても興味

がなければ、内容まで詳しく読んでもらうことはできないのではないか。 

・ ファミリーサポート研修や、職員研修、保護者対象の研修など、できるだけパン

フレットの説明ができるような場面での配布が有効的であると考える。 

・ 子どもむけのパンフレットは作成できていないので、子どもに子どもの権利条約

と、子どもの権利に関する条例がわかるような内容のパンフレットの作成が必要

である。 

 

⑥平成 25 年度 校区人権協総会のおける研修会の実施 

ワークショップで考える子どもの権利（1時間） 

・ 平成 25 年 5 月 8 日（火） 午後 7 時 西信達校区 

・ 平成 25 年 5 月 12 日（日） 午後 7 時 砂川小学校区 

・ 平成 25 年 5 月 14 日（火）午後 7 時 雄信小学校区 

・ 平成 25 年 5 月 16 日（木）午後 7 時 樽井小学校区 

・ 平成 25 年 5 月 23 日（木）午後 6 時 30 分 新家小学校区 

 

現状と課題 

・ 校区人権協の総会ということで、どの地域も子どもたちに熱心に関わってくださ

っている方が参加しており、「泉南の子ども達がどんなふうに育ってほしいか」

「そのためにおとなのできることは何か」について、ワークショップ形式で考え

ることができた。子どもの話を聴くことの大切さを伝えることができた。 

 

⑦平成 24 年度 子どもの権利に関する研修会 

・ 平成 24 年 5 月 21 日（月）校長研修 田中文子 子どもの人権 

・ 平成 24 年 5 月 28 日（月）初任者研修 田中文子 子どもの人権 

・ 平成 24 年 5 月 28 日（月）教頭研修 吉永省三 子どもの人権 

・ 平成 24 年 8 月 20 日（月）教職員研修 喜多明人 「学校安全と子どもの権

利」 

・ 平成 25 年 2 月 16 日（土）安全大会 浜田進士 子どもの権利 
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⑧平成 25 年度 子どもの権利に関する研修会 

・ 平成 25 年 4 月 20 日（土）午後 2 時 30 分 あいぴあ 住友剛さん「いじめ問

題を子どもの人権の視点から考える」 

・ 2013 人権入門講座 6 月 7 日、14 日、21 日、28 日 あいぴあ 北野真由美

さん「みんなちがう関係性は宝物～だれもが歩んだ子ども時代をふりかえっ

て～ 

・ 新家東小学校 校内研修で「子どもの権利を考える」ワークショップを実施 

現状と課題 

・ 平成 24年度は、教頭、校長、初任者、職員と学校関係の研修は、「子どもの権利」

についてのテーマで実施した。2月には日頃から地域で見守りをしてくださって

いる市民の方に子ども達の発表も含め、話をきいていただいた。 

・ 平成 25 年度は、人権推進課が市民向けの講座を、子どもの権利に関するテーマ

で実施した。職員研修としては、1つの学校の校内研修で実施したが、そのよう

な学校が増えることを期待する。また、学校での取り組みがすすめやすいように、

適切な教材等を提供できるようにしたい。 

 

Ⅱ． 泉南市子どもの権利の日 

   （第 14 条） 

  平成 24年度 

①掲示による子どもの権利について考える呼びかけ 

イオンモール人権作品展に、泉南市子どもの権利に関する条例の啓発パネルの掲示 

前文を掲示し、コメントを貼ってもらう。ハンナさんのゴスペルによる啓発 

 

②アンケートによる子どもの権利について考える呼びかけ  

子どもの権利についての子どもインタビュー（子ども会議のメンバー） 

見に来てくれた人（おとな・子ども）に簡単な聞き取り調査を子ども調査隊が実施 

（例）子どもの権利について大切だと思うことはどれですか？選択 

 

③新春市長対談（11 月 18 日に前撮り）広報せんなん 1 月号に掲載 

 

④放送による子どもの権利について考える呼びかけ 

防災の放送システムを使って、11 月 20 日に 2 回、放送を入れる。 

泉南市教育委員会からのお知らせです。泉南市では、「子どもの権利に関する条例」

を制定いたしました。条例では、本日 11月 20日を 「泉南市子どもの権利の日」と

定めています。おとなと子どもが手をとりあって、泉南市を「こどもにやさしいまち」、

そしておとなも住みよいまちにするために、子どもの権利について、みんなで考える

日としましょう。 
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⑤学校園所への依頼 

11 月 20 日に、何らかの方法で、本日が泉南市子どもの権利の日であることを、伝

えていただけるように文章にて依頼。 

 

⑥泉南市子どもを守る地域ネットワーク市民啓発公演「KNOCK3」 

11 月 24 日 泉南市立文化ホール 最後に条例の前文を使用 

 

 平成 25 年度 

① 子ども会議の子どもたちが作ったポスターを各学校園所に掲示 

② 「11月 20日は、泉南市子どもの権利の日です」ちらしを小学校 1年生～中学校

3年生までに全員配布 

③ 広報を通じて、子どもの権利の日の周知 

④ 学校園への、子どもの権利の日についての取り組みの依頼 

⑤ 防災システムをつかった放送 

⑥ 条約と条例を伝えるパワーポイントの作成 

⑦ 人権作品展の会場において、子ども会議の子どもたちの報告、ビデオ上映、ポ

スター、パンフレットの掲示 

⑧ 人権市民のつどいで、子ども会議の子どもたちの報告、ビデオ上映、ポスター、

パンフレットの掲示 

現状と課題 

・ 平成 24 年度は、施行されてすぐの権利の日であったが、本年度は 2 年目という

こともあり、かなり早くから学校園への取り組みを依頼した。そのため、昨年度

よりも意識的にこの日に取り組んでくれるのではないかと期待できる。 

 

Ⅲ．平成 24年度子ども会議準備チームの活動（全 14 回） 

（第 4 条・第 5 条） 

市長対談、子どもの権利調査隊を行うことを目的に、小学校 5 年生～中学校 2 年生までの

全員に配布。申込み延べ人数は、小学生 15 名、中学生 7 名の 22 名。 

 

日 参加人数 内容 

11 月 3 日（土） 12 名 子どもの権利に関するワークショップ 

11 月 7 日（水） 14 名 泉南市の条例の前文について考える 

11 月 17 日（水） 15 名 「安心、安全」「居場所」「参加」の 3 グループで意見を出す 

11 月 18 日（日） 13 名 市長対談「子どもにやさしいまち」 

11 月 23 日（土） 10 名 子どもの権利調査隊活動。「特に大事だと思う子どもの権利 

12 月 12 日（水） 11 名 11 月 23 日の結果をグラフにして、意見交換 
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12 月 20 日（木） 7 名 これまでの活動を 2 月に報告するための意見交換 

1 月 7 日（月） 7 名 報告内容の決定。 浜田進士さんから助言をいただく。 

1 月 30 日（水） 8 名 報告原稿作成 

2 月 6 日（水） 8 名 報告原稿作成、報告練習 

2 月 13 日（水） 9 名 報告内容の再構成 

2 月 15 日（金） 9 名 リハーサル 

2 月 16 日（土） 8 名 子ども安全の日で報告 

3 月 17 日（土） 8 名 子ども会議準備チーム終了式 

 

Ⅳ．平成 25年度 せんなん子ども会議 

  ①募集 

    平成 25 年度 4 月広報で、全市に発信 

    平成 25 年度 5 月 市内小学 5 年生～中学 3 年生に配布  

           りんくう翔南高校にポスター掲示依頼 

    申込者数（4 中学校 7、雄信小 1、信達小 13、樽井小 2 合計 23） 

  ②会議 6 月～基本的に第 4 土曜日 月一回の開催予定 

 

 日 参加人数 内容 

1 5 月 25 日（土） 13 名 会議の目的 子どもの権利条約の学習 子ども会議のル

ール 

2 6 月 29 日（土） 15 名 子どもの権利条約の学習 今年度の活動について 

3 7 月 27 日（土） 14 名 カレーライスづくり 会食 子どもの権利条約の学習 

今年度の活動について 

4 8 月 24 日（土） 15 名 3 グループにわかれての活動 防災会議について 

5 9 月 14 日（土） 15 名 3 グループにわかれての活動 

（ビデオ、ポスター、パンフレット） 

6 10 月 27 日（日） 9 名 3 グループにわかれての活動 

（ビデオ、ポスター、パンフレット） 

7 11 月 23 日（土） 14 名 3 グループの活動報告 

8 12 月 1 日（日） 11 名 人権市民のつどいに参加 これまでの活動報告 

9 12 月 22 日（日） 13 名 フィールドワーク 

（宝塚大型児童館・人と防災未来センター） 

10 1 月 25 日（土） 16 名 来年度の活動について 

11 2 月 22 日（土） 12 名 おとなと語る子どもの権利 

12 3 月 15 日（土） 16 名 今年をふりかえって お楽しみ会 市長報告 

 



22 

 

現状と課題 

・ 子どもの自主性を尊重し、推薦等の方法をとっていないため参加する学校や学年に

偏りがある。会場に近い学校の子ども達の参加が多い。 

・ 参加した子ども達は、活動する中で「子どもの権利について考えることは、とても

大切なこと」「参加してよかった」「多くの人に伝えたい」との感想を持つが、まず

は「参加してみよう」という気持ちになり、参加申込書を提出するところまでに工

夫が必要である。子ども達から、会議という名前が難しいのではないかという意見

も出ている。 

・ 中学生になると、クラブ活動が忙しくなったり、定期テストがあったり、また帰宅

後も塾などの予定があり継続して参加することが難しくなる。 

・ 平日の放課後に活動する場合は、会場までの交通手段がなく、校区外の小学生は事

務局が送迎を行った。平成 25 年度は活動日を土曜日とし、会場までの行き帰りは

保護者の方に依頼した。開催日、開催場所等、地域に偏りなく参加できるような検

討が必要である。 

・ 子ども会議を担う学生サポーターやおとなサポーターが必要であると募集したが、

人数を確保することができていない。 

・ 指導性が強く出ないようにと、ファシリテーターの学習をしながら、その都度子ど

も会議の振り返りを行っている。 

・ 全体の活動も大切であるが、個々にどんなふうに参加しているか、友達関係がどう

なっているかなど、集団づくりの視点も必要である。子ども会議にきて、嫌な気持

ちを持ったまま帰宅することなどがないように、年齢や学校の異なる子どもどうし

をつなぐ取り組みをすすめていきたい。 

・ 子ども会議の内容を報告する場を持つ場合は。イベント的にならないように、子ど

も参加が子ども達の力になっていくようは方法を考えていきたい。 

 

Ⅴ．平成 25年 保幼小中学校、人権教育ヒアリングの実施 

（第 8 条第 2 項） 

   平成 24 年度末より、来年度からは子どもの権利に関する学習を教育課程に位置付け

ていただくようにと依頼。5 月に実施した学校ヒアリングで再度、確認を行ったとこ

ろ全小中学校において、位置づけを確認することができた。年齢にあわせて、自分

が大切な存在であることに気づく活動、他者の権利を尊重する仲間づくり、子ども

の権利条約の学習など、教材等を工夫しながら取り組みをすすめることになった。

また、児童会、生徒会活動をはじめ、日常的な学級活動も含め、子ども参加の視点、

子どもの自主性を尊重する取り組みを推進することとなっている。 
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Ⅵ．その他、子ども参加の取り組み 

① 子ども防災会議 

Ⅶ.子どもの安全についての取り組み 

① 学校プールの一般開放（第 12 条） 

Ⅷ.子どもの相談、救済について 

① 子どもの相談、救済について（第 6 条） 

Ⅸ.その他の子どもの権利に関する条例に基づく施策について 

① 居場所の指針（第 7条） 

②  市民モニター制度（第 16条） 

③ せんなん子ども支援ネットワーク（第 11条）  
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泉南子ども会議の活動の報告を受けて 

青木桃子 

 

１．はじめに 

私は 1 人の子育て中の親として、子ども達には「自分らしく」すくすく育ってほしいと

思っています。いろいろな場面で尊重される経験をし、大切にされていると感じながら、

夢や希望を抱き、そして自分の意見を伝えられる力を自ら膨らませてほしいと思っていま

す。しかし、日々流れてくるニュースや情報を見ると、様々な局面において子どもの置か

れている現状は厳しく、不安になりなります。子ども達が発した疑問やＳＯＳ、ぶつかっ

た問題に、私は気づき、きちんと向き合えるだろうかと言う不安と、私一人で解決できな

いときに、周りの人たちは、子どもと私にじっくり向き合ってくれるだろうかという不安

があるのです。このような現状の中で「子どもにやさしいまち（チャイルドフレンドリー

シティ）」の実現はわたしの願いでもあります。  

この「子どもにやさしいまち」を実現するための原則と具体化の方向性を泉南市子ども

の権利に関する条例は明らかにしているのですが、その中の 1 つ、せんなん子ども会議の

これまでの活動は、市や市民、そして子どもの活動を促進し、「子どもにやさしいまち」の

実現に向けた可能性をいろいろな角度から示してくれたと思います。私が具体的にどのよ

うな活動を意味深いと感じ、期待を寄せたかを記したいと思います。 

 

（１）積極的な発信活動 ～自ら動き出した子ども達～ 

せんなん子ども会議に参加した子ども達が、子どもの権利について学ぶだけにとどまら

ず、これを広めてもっと良いまちにしたいと、自ら「積極的」な「発信」活動をはじめた

ことに非常に意味があったと思います。 

まず、子ども達が「積極的」に活動をはじめたという点については、子どもを育てる親

として、子ども達の成長と変化を、素直にうれしく思います。きっと、否定されることな

く、自分の意見を発言できる会議という場と、その参加メンバーの存在が、それぞれに自

信と使命感を芽生えさせたのだと思います。ここで芽生えた自信が更なる活動の原動力に

なることを期待します。 

次に子ども達は「発信」することで、広報活動の一端を担いました。条例が施行されて 2

年というまだまだ条例の認知度も低いこの時期において、条例の存在を広めていく広報活

動は非常に重要です。子ども達は試行錯誤し、結果的に、聞く人に響く効果的な広報活動

を自ら行いました。自分達の活動で理解者を増やしていく、子ども達の可能性の大きさを

感じました。 

 

（２）気づきと可能性を生んだ子ども達～子どもとおとなのいいかんけい～ 

子ども達は、子どもの権利や条例について発信していこうとする活動の中で、様々なこ

資料３－① 
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とを学んだようです。中でもほかの人がどのようなことを大切におもっているかを理解し

ようとした姿勢が、いくつかの「気づき」と「可能性」を生んだと思います。 

まず、子ども達は、アンケートの結果からおとなと子どもの関係について、「子どもとお

となの感じている事は多少違う」でも「お互いを知り合おうとしている点や、お互いを大

事に思っている点では同じ」と考察していました。これは子ども達が、子どももおとなも

意見があり、すべての人が大切にされる存在であるという「気づき」から出てきた言葉だ

と思います。そして私は子ども達が、おとなの気持ちにも思いを馳せてくれたことを率直

にうれしく思いました。なぜなら、この言葉は、子ども達が子どもの権利について認識を

深めたとき、自分のことだけではなく他の人を思いやる姿勢をも見につけることを実証し

たように思うからです。 

残念ながら、子どもが権利の主体というと、子どもに特権を与えてしまうようなイメー

ジからか、「子どもに権利は必要ない」といったアレルギー的な反応が少なからずあるのが

現状のようです。しかし、子ども達の方がまず、他の人を思いやり、子どもとおとなとい

う垣根を越えていく姿勢を見せてくれました。子ども達のこの姿勢がお互いの理解を深め

ていくきっかけになるのではないかという可能性を感じ、今後に期待したいと思いました。 

また、子ども達の発信を受けた、おとなの側にも様々な「気づき」があったようです。

子ども達の活動の報告を聞いたおとな達からも子どもとの会話の大切さや、子どもの意見

を尊重することの大切さに気づいたという感想が多く寄せられていました。 

このようなこどもとおとなの「気づき」の繰り返しの中で、子どもが成長し、おとな達

の認識が深まり、「子どもにやさしいまち」へと泉南市が成長していく、その可能性に期待

感を覚えました。 

 

（３）子ども達の成長～普段の生活の中で～ 

せんなん子ども会議に参加し、様々な経験をした子ども達の中には、普段の学校生活の

中で他の子ども達から意見を求められるなど、その成長を仲間からも認められるような経

験をしている子どももいます。これは、参加した子ども達の成長はもちろんですが、その

子どもを中心として周りの子ども達にも変化が見られたということで、意味があったと思

います。この会議や子どもの権利に興味を示している子ども達が潜在的に居るのではない

かという、今後の子ども達の中の広がりにも期待します。 

 

２．最後に 

せんなんこども会議の子ども達の活動報告に対しての 3 点特記してきました。しかし、

このような意味ある活動ができたのも、子ども達が自主的に集まってきてくれたこと、そ

して毎月 1 回いろいろな人のサポートを受けながら継続的に参加したという、参加者の勇

気や努力の積み重ねがあったからこその成果だと思います。サポートする方々も相当のご

苦労があったと思います。 

 今後はこの子ども達の出した結果や取り組みを、更に様々な人に伝える努力をしていく
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必要があると思います。できれば日常的に目に触れる形で発信されることを期待します。

たとえば、秀逸であった、子ども達作成のビデオやパンフレット、ポスターを多くの方に

見てもらいたいと思います。すでにパンフレットやポスターは、学校や幼稚園といった子

ども達が活動する施設だけでなく、市役所の各所、保健センターでの健診時などで提供さ

れていると伺いました。更にビデオも、市民の集まる場所で日常的に放映され、多くの人

に足を止めて、見てもらえたら良いと思います。 

 また、子ども達をパートナーとしたまちづくりのためには、子ども達の希望や疑問をき

ちんと把握しなければなりません。まずは、子ども会議の子ども達と行政の関係部署の方

とが直接対話していく場を設ける努力も必要であると思います。 

 子ども達の可能性を広げたこの会議を更に意味あるものとするために、子どもの権利と

条例について広めるよう継続して努めるとともに、実際におとなと対話する機会も設定し

ていくことも重要だと思います。 
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初年度の話し合いの中で考えたこと 

田中文子 

 

 子どもの権利条例委員会は、「泉南市子どもの権利に関する条例」第１６条で、この条例

がどのように活かされているかの検証をおこなう役割が定められています。初年度の今年

は、何をどのような形で検証すればよいのかということから話し合いが始まりました。 

 

１．「せんなん子ども会議」に注目 

 事務局より、子ども関連施策の現状報告を受けましたが、特に、「せんなん子ども会議」

の取り組みに注目したいと思いました。その理由は２つあります。 

 １つは、「せんなん子ども会議」は、条例第５条で「小学生、中学生、高校生その他の子

どもにより構成」され、「子どもにかかわる事項について、市に対して意見を表明すること

ができる。」と定められた重点施策だという点です。子どもの権利が大事にされる「子ども

にやさしいまち」をめざそうとするとき、「子どもの権利条約」が提起した子どもの参加権

をどのように保障していくのかが重要課題となります。その具体策としてあげられている

のです。 

 ２つめは、そのような重点施策でありながら、疑問や批判もあり、十分に話し合い、共

通の理解を深めていかなければならない現状があると感じるからです。 

 

２．子どもの参加権をめぐって 

 子どもの参加権をめぐっては様々な議論があります。「子どもの思考力、判断力は未熟で

あり、子どもにとって良きことは、おとなが考え、判断してやらなければならない。」とか

「子どもは、教えられることが大切で、おとなの判断に従っておればまちがいない。」とい

う考え方も少なくありません。 

 本条例策定の過程においても、子どもに関わる条例なのだから当事者である子どもの参

加を得なければということになりました。そして、呼びかけに応じた子どもたち１３人が

話し合ってまとめた「泉南・子ども・憲章」が条例前文となりました。「泉南・子ども・憲

章」を読んで“反省した”“泣けてきた”など、子どもの声を受け止める反応が多いものの、

疑問の声もあったと報告されました。その主な意見は、集まった子どもの人数が少なく、

子どもの意見と言えるのか、子どもへの呼びかけ方が偏っているのではないか、子どもが

まとめられるはずがないのでおとなが誘導したのではないか、子ども参加のアリバイづく

りになっているのではないか、などです。 

このような現状をふまえて、丁寧な議論を進めていくことが大切だと感じました。 

 

 

 

資料３－② 
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３．NSC（Next Sennan Children）の取り組み 

（１）２０１２年度 

「泉南市子どもの権利に関する条例」が制定されてすぐに（２０１２年１１月）「せんな

ん子ども会議準備チーム」が始まっています。これは、条例策定過程での「泉南・子ども・

憲章」作成の取り組みがあってこそのことだと評価したいと思います。 

泉南市内小学校、中学校を通じて配布された参加呼びかけ案内に応じた小学生１２人で

始まり、まずは、子どもの権利について学ぶワークショップが企画されました。ぜひとも

中学生にも参加してほしいと、生徒会をとおして呼びかけたところ６人の参加があり、小・

中学生いっしょのワークが実施されました。こうした子どもたちの話し合いでまとめたこ

とを市長に伝える市長対談や市民向けの報告会（１５０人参加）も実現しています。 

まちの人たちは、子どもの権利についてどのように考えているのかを聞く調査隊を実施

（６５人の回答）しているのですが、子どもたちは、この聞き取りをとおして、子どもと

おとなの思いの違いを感じています。この気付きはとても大事だと思いました。子どもと

おとなの立場の違いに気付き、相手の立場に立って考えてみることが新しい子ども―おと

な関係の創造につながると思うからです。おとなも、この子どもの気付きから学びたいも

のです。 

≪子どもとおとなの違い≫ 

 ＊秘密は大事（子ども）→子どものことは何でも知っておきたい（おとな） 

 ＊自由な時間が必要（子ども）→やるべきことを先にやってほしい（おとな） 

 ＊子どもが知りたいことは教えるべき（子ども）→子どもには話せないこともある（お

とな） 

 ＊子ども同士で自由に遊ぶことは大事（子ども）→家族の時間を大切にしてほしい（お

とな） 

 

そんな取り組みの中で、子どもたちから、「準備チーム」という名前は嫌だという声があ

がり、NSC（Next Sennan Children）という名前が決められたとのことです。名前を

つけようという行為は、参加した子どもたちにとって、自分たちが尊重され主体的である

ことができる居場所だったということの現われだと言えると思いました。 

 

（２）２０１３年度 

改めての参加呼びかけに応じた小・中学生１３人で始まりました。何のために集まるの

かについて話し合い、「子どもの権利のことを学んで、考えを深めて、そのことを多くの人

に伝える」と整理されました。伝え方としては、ポスターグループ、パンフレットグルー

プ、ビデオグループに分かれ、それぞれ作品が作り上げられました。そして、「人権作品展、

人権コンサート（イオンホール）」や「人権市民のつどい」「防災会議」などに参加し、発

表する機会がつくられています。 

他者に伝える、発表するということはとても大切だと思います。子どもたちは緊張もし、
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恥ずかしさも感じたようですが、聞いた人、見た人からのことばに大きな自信を得ている

様子が分かりました。やはり、権利は関係性の問題なので、伝える場の保障を考えていた

だきたいと思います。 

 

４．検証 

（１）記録の大切さ 

「せんなん子ども会議」について、日時、場所、人数、内容、子どもの声など、毎回の

取り組みの記録がきちんと残されていた。これは事務局の大変な労力だと思われるが、そ

のお陰で検証することが可能になった。 

 

（２）子どもに平等に情報を伝えることのむずかしさ 

 子どもに情報を直接伝えることはむずかしく、おとなの手を介することになり、その仲

介者の姿勢により、伝達に濃淡が生じてしまうことが避けられない。子どもの周囲のおと

なの「せんなん子ども会議」の意義についての理解を拡充する必要がある。 

また、情報が伝わりにくい情報格差の問題もあり、子どもに平等に情報が伝わっていな

い状況が考えられる。外国籍の子ども、障害児、不登校児、貧困家庭の子どもなどへ、広

報の一層の工夫が必要である。 

 

（３） 子どもが校区を越えて集まることのむずかしさ 

 子どもには、自由な時間の少なさ、移動の自由の制限があり、集まる時間、場所の設定

がむずかしい。参加したいと思った子どもが平等に参加できる工夫が必要である。 

 

（４） 中・高生の参加が少ない 

 部活や進学準備など自由時間の一層の少なさや、思春期特有の屈折した心情など、社会

的な取り組みへの参加を募ることがむずかしい状況がうかがえる。一方で、参加した少数

の中学生が小学生を引っ張っていく存在となったことも報告されており、無理をせず、こ

の小学生たちの成長に期待してもよいのではないか。 

 

（５）人数について 

 １０数人という数は十分とは言えないが、まとまりやすい人数とも言える。どの程度の

規模をめざすのか検討が必要である。 

 

（６）活動の継続性、積み上げについて 

 毎年、ほとんど新しいメンバーになり、活動の継続性、積み上げについても懸念があっ

た。しかし、権利の問題は、学校カリキュラムのように段階的に考えることはできず、む

しろ、同じテーマであっても、メンバーが異なれば全く違った内容になる。繰り返し、繰

り返し取り組むことが大切ではないか。 
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 また、メンバーが入れ替わることにより、１年ごとの人数が少なくても、関わる子ども

の人数が増えていくとも考えられるだろう。 

 

（７）ファシリテーターの重要性について 

２年間の報告を聞いて、サポートするおとなの重要性を感じた。子どもたちの自治活動

でありたいが、指導ではなく、引っ張るのではなく、子どもの自主性を尊重しつつ、いっ

しょに進むファシリテーターのあり方を検討する必要がある。時間的な制約があるなかで、

どこまで待つのか、一定のしかけが必要ではないかとの議論も出ていた。 

 この取り組みの積み重ねの中で、子どもたちの中から生まれてくることも期待されるが、

他の所管課とも連携して、ファシリテーターの養成事業に取り組めるのではないか。 

 

（８）子どもたちがつくったものを実際に活用していくことについて 

子どもたちが作ったポスター、パンフレット、ビデオ等はすばらしく、接した市民には、

さまざまな気付きが広がったようだ。 

こうした作品を、学校の人権教育等に活用すれば、子どもが主人公の人権教育の創造に

つながるだろう。是非とも、さまざまに活用してほしい。 

 

（９）子どもの声をきくことが社会を変える第一歩 

 子どもたちの声から、「子どもの話をちゃんときいてほしい」ということが、常に強い願

いとしてあることが分かった。市長対談では、市長さんがちゃんときいて話してくれたこ

とを子どもたちは驚きとともにうれしく感じ、誇らしく、自信を感じている。自分たちの

発信を真面目に受けとめてくれた市民との出会いにも自信をもち、一方、おとなにも変化

があった。子どもの存在を尊重して、子どもの声をきくということが社会を変えていく第

一歩になるのだという共通理解が泉南市のなかに広がっていくっことを期待したい。 

 

（１０）「せんなん子ども会議」の大きな可能性 

 「せんなん子ども会議」の取り組みは、子どもにとって、出会いの場であり、自他の尊

重に気付く権利教育の場であり、自己表現する居場所であることが分かった。支えるおと

なには大きなエネルギーが必要であり課題もあるが、様々な可能性が広がる「せんなん子

ども会議」だと思う。 
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「せんなん子ども会議」について 

  前田百合子 

 

子ども会議が行ってきた活動について、事務局から報告がありました。また、子ども

会議のメンバーが作成した、パンフレット、ビデオ、ポスターも成果として見せていた

だきました。大変すばらしいものが出来上がったと思います。ワークショップなどを通

じて、子ども会議に参加した子どもたちは、子どもの権利について学習し、おとなと子

どもの考え方の違いに気づき、自分たちの考えを伝えるものを協同で作り上げました。

子ども一人ひとりが大きく成長したと思います。また、そんな子どもたちが泉南市に住

んでいるのだと思うと誇らしい気持ちになります。 

 

子ども会議の参加者について、人数が多くない、校区に偏りがある、年齢層が小学生

高学年に偏っている、毎年参加者が変わってしまい継続する子が少ないなど、このまま

でよいのか、なぜこうなのか、どういう形が理想なのか、これから考えていくべき点も

あるでしょう。けれども、子どもたちが「自主的に」参加しているということは、子ど

もの権利を考えるうえで、たいへん重要なことです。 

 

子どもの権利条例や子ども会議について、泉南市の子どもたち自身は知っているでし

ょうか。おそらくほとんどの小中学生は知らないと思われます。我が家の高 1、中 2 の

子どもは学校で聞いた覚えがないといいます。まだ施行されて日が浅いということもあ

りますが、子どもが、子どもの権利で守られる対象である時間はそれほど長いわけでは

ありません。ぜひとも、子どもたち自身へ情報が届くように、より活発な広報活動が望

まれます。 

 教育委員会からも、子どもの権利について授業に取り入れるよう、各学校に伝えられ

ているようですが、もっと身近に日常的に接する形を工夫できるのではないでしょうか。

例えば、子ども会議で作成したビデオはとても面白いので、人権イベントの上映だけで

はもったいないと思います。教室のテレビで、お昼休みや、雨の日の休憩時間などに上

映してはどうでしょうか。ポスターは児童生徒が見る掲示板に、授業で使うパソコン画

面には子ども会議の活動報告や参加者募集の壁紙など、より認知度を高めるよう工夫す

る余地があると思われます。 

条例や子ども会議が周知されれば、子ども会議の参加者に関して、人数、地理的分布、

また年齢の幅も多様性を増すのではないでしょうか。 

また、おとなへの広報活動も、「広報せんなん」に連載記事があり継続性のあるもの

でした。人権イベントでは、ポスター掲示やビデオ上映などがありました。子どもたち

の参加を促進する意味でも、より一層、おとなへの認知を高めていってほしいと思いま

す。 

資料３－③ 
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 継続して参加する子がほとんどないという報告でした。けれど、数年の活動が積み重

なっていくうちに、自分たちが行った子ども会議の活動が、泉南市の中で意味のあるこ

となのだという充実感や達成感を感じて、再び参加する子ども(あるいは若いおとな)が

現れ、次の世代へとつながっていくことを期待しています。 

 

 子どもの目線というのはとても大切だと思います。2013 年広報せんなんの市長との

新春対談で通学路の安全について発言した子がいました。子どもは車の運転をしません。

だからこそ、歩行者や自転車に乗る人の立場が身にしみてわかるのです。道路は車のも

のと思い込んでいるおとなは多いですが、高齢化社会では、視力、体力の低下などで、

いつまでも誰もが運転できるとは限りません。 

子どもにやさしいまちは、高齢者にもやさしいまちです。現在、子どもが困っている

ことは、高齢になった私たちをいつか悩ませることかもしれません。わたしたちおとな

は、子どもたちの意見にしっかりと耳を傾けていきたいものです。 
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せんなん子ども会議の報告をうけて 

浜田進士 

１、 はじめに 

 

「せんなん子ども会議」は、2012 年 10 月 1 日に「泉南市子どもの権利に関する条例」

が制定されたことにより、条例に基づいて 2012 年度よりスタートしました。（ちなみに条

例の前文も子どもたちが作成）現在 10 数名の小中学生が毎月集まって、子どもの権利条約・

条例の学習会、子どもインタビュー・アンケート調査・市長との座談会・防災会議・子ど

もの安全大会での報告・パンフレット・ポスター・ビデオの作成などを行っています。 

私は、子どもの権利条例委員会委員の一人として、せんなん子ども会議の成果と課題に

ついて述べます。 

 

２、 「せんなん子ども会議」によって「第 4 条 子どもの意見表明と参加」は実現で

きたのか。 

 

成果と課題を検証する場合、数量的な検証と質的な検証の二つが考えられます。数量的

に検証する場合、参加者の固定化・人数の少なさをどう評価するかが課題として挙げられ

ます。その背景となる中高生の多忙化、参加者が継続してかかわっているか、メンバーの

構成が多様なのかどうかなどを検証していく必要があります。  

今後、継続している子どもを核としながら新しい子どもの参加を図ることを提案します。 

 

質的な検証をする場合、たとえ「せんなん子ども会議」に参加する子どもの数が少なか

ったとしても、この 2 年間の取り組みが条例の 4 条＝子どもの意見表明と参加に即して、

質の高い取り組みができているとすれば、市はこの取り組みを先進的な実践のモデルとし

て各地域での取り組みに広げていけばいいという評価になります。 

結論からいうと、「せんなん子ども会議」の取り組みは、他の自治体の今後のモデルと

なりうる取り組みと評価できます。 

以下、その評価の視点を述べてみたい。 

 

（１）「せんなん子ども会議」における参加検証の４つの基準 

 「せんなん子ども会議」が、条例第 4 条の趣旨に合致しているかどうかを検証する場合、

以下の 4 つが基準となります。 

①子どもたちが、「せんなん子ども会議」の活動の主旨を理解していること。  

②子どもたちが、誰が、なぜ、自分の役割に関する決定をしたのかを知っていること。  

③子どもたちが会議の進行において、有意義な役割を持っていること。  

④子どもたちが、子ども会議の趣旨を理解した上で、「参加」するかしないかを、子ども自

らが決めること。  

資料３－④ 
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（２）子ども参加 評価のための３つのメルクマール（基準） 

 さらに、今後の「せんなん子ども会議」の質的検証の目指すべき基準としては以下の３

点が考えられます。 

①「せんなん子ども会議」の実践が、人間の尊厳性、子どもの権利性および民主主義的原

則が確保されているか。 

②「せんなん子ども会議」の実践が参加する子どもたちのエンパワーメント（潜在的な力）

の促進につながっているか（あるいは、力がはく奪され、疎外されていないか） 

③「せんなん子ども会議」の実践が、泉南市の子ども施策の現状変革につながっているか、

トランスフォーマティブな参加となっているか。つまり、子どもの権利擁護が促進され、

まちが元気なることにつながっているか。 

 

（３）子ども当事者は意見表明できたか、参加の機会を保障できたか 

 「せんなん子ども会議」を検証する場合、具体的にはどのような視点が大切なのか、以

下具体的に列記します。私は、この２年間の子ども会議の実践は、事務局が以下の点を配

慮した取り組みを行ったと評価しています。 

 

①参加した子どもの視点 

＊参加した子どもの自己肯定感情が高まったか。 

＊参加した子どもたちは楽しく参加できたか。 

→ 楽しければ子どもはどんなに忙しくても参加する。 

＊参加した子どもは会議の趣旨を理解できたか。 

＊選択するための適切な情報が得られたか。 

＊子ども同士、子どもと育ち・学ぶ施設の職員等との豊かな関係が広がったか。 

＊子どもが社会を構成するおとなのパートナーとして自律的な力を得ることができたか。 

＊子ども会議を通して、子どもたちは自分を取り巻く環境の変化を実感できたか。 

＊子ども会議は子どもたちに自己効力感を与えたか。 

＊子ども会議にメンバーはまちづくりや権利の行使に責任感が芽生えてきたか。 

＊子ども会議を通して、子どもたちは市民しての力を身につけたか。 

 （例 話す力と聴く力のバランス） 

＊中学高校生世代の参加しやすい工夫や環境があるか。 

＊子ども会議に、参加しにくい子どもへの配慮はなされているか？ 

参加できない子どもの声を聞くことも大切。例えば障がいのある子どもも地域の中で

共生できるように、「配慮」が「排除」にならないようにすべきである。 

意見表明しにくい子どもの周辺にいるおとなが条約・条例の子ども観が持つ必要があ

る。 
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②子ども会議の支援の在り方 

子ども会議のファシリテーター（促進役・進行役）は適切だったしょうか。「せんなん

子ども会議」が活発になるには、ファシリテーター（会議の促進役）がゲーム感覚を取り

入れて上手に子どもを楽しませることが大切です。 

→2012 年度も 2013 年度も、会議の最初に楽しいゲームを積極的に取り入れていること

が評価できます。 

→進行役の事務局は、頼れて安心できる存在として子どもに受け入れられています。さ

らに、ファシリテーターは子どものなかから、子どもに年齢の近いおとなのなかから今後

養成していかれることを提案します。 

 

＊子ども会議の経験を通して、子どもが参加をするための適切な情報やスキルの提供はよ

り充実したか。 

＊子ども会議の参加を推進する前提として子どもの成長発達にあわせた情報やスキルを準

備しておくことが必要である。（子ども用公式ホームページ作成、公募委員の年齢引き下

げ） 

＊子ども会議において、おとなの「やさしい支配」となっていないか。実質的にはおとな

がすべてを決定していないか。 

 

子ども会議に子どもたちが定期的に集まり活動するなかで、子どもにとって子ども会議

の場が、自分を認めてもらっている場－居場所－となっているように見受けられます。一

回経験した子どもの口コミが大きく作用していく面もあるのではないでしょうか。また、

今後子ども会議をモデルにして、中学校区の子ども会議に広げていく必要があります。将

来的には、各学校の経験のなかで育ってきた子どもが増えて、市の子ども会議にもつなげ

ていくことを希望します 

 

子どもの自主的、主体的運営のためには、子ども会議後の反省会の持ち方が大切です。

子ども自身がどうエンパワーしているかということを子ども自身が自覚していく場として

大事だとかんがえるからです。 

事務局スタッフが、参加者の振り返りシートの意見をていねいに記録に留め、すぐにニ

ュースレターとして発行し、次回に子どもたちに投げかけることを繰り返しているところ

が大変評価できます。 

 

（４）市は「せんなん子ども会議」の実施のために必要な施策を行ったか 

 

２年間、条例制定前の取り組みも含めると３年間にわたる「せんなん子ども会議」の取

り組みを、市や市役所の職員はどのようにとらえているのか、また子どもたちの取り組み

を活性化するための必要な施策を行ったかどうかについて、検証する必要があります。 
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子どもの参加について施策評価をすることによって、行政内部に「泉南市子どもの権利

に関する条例」を支える「子ども観」がどのように根付き、条例の精神や規定が施策にい

かされているのかという実態を把握するだけではなく、子どもの参加の権利保障の視点を

市の施策全般に導入することの契機になり、ひいては泉南市の子どもにやさしいまちづく

りに新たな展望を切り拓いていくことになると考えます。 

 

子どもの参加に関する施策評価の具体的目標として以下のものが考えられます。（参考：

川崎市子どもの権利委員会報告書より） 

（１）泉南市は、子どもの参加が保障されている事業、子どもの参加が可能である事業等

を把握するとともに子ども参加を促進するための環境整備等の課題を明らかにすること。 

 

（２）泉南市は、「子どもの参加」に関する行政手法は単一のものではなく、多様で重層的

なものにならざるをえず、子どもの参加の実態等を詳細に把握、公表、市民・子どもとの

対話を通して、参加場面、参加対象等に応じたよりよい参加のための行政手法の改善・発

展を目指すこと。 

 

（３）子どもが参加することにより当該事業等にどのような成果や効果があったのか、子

どもあるいは関係職員等がエンパワーメントしたのかなどについて検証することにより、

泉南市子どもの権利に関する条例の具体的な推進を目指すことが今後求められます。 

 

条例で「権利」や「参加」について、市役所内部で受け止め方が共通になっていないと

ころがあると考えられます。「せんなん子ども会議」を進めていく際に、共通認識が必要

な言葉に関しては、より分りやすい説明をつける、直接説明するなど、検証する現場の担

当者や職員が十分理解できるような方策が必要です。 

せんなん子ども会議を担当する事務局スタッフと他の職員の間に、意識や認識のズレが

ある点をふまえて、自己評価の項目やその方法、集められた内容についての評価のあり方

などをさらに検討することが必要です。 

 

（５）保護者および市民は「子どもの意見表明と参加」」について理解が深まったか？ 

 ２年間、条例制定前の取り組みも含めると３年間にわたる「せんなん子ども会議」の取

り組みを、保護者および市民はどのようにとらえているのでしょうか。また子どもたちの

取り組みを活性化するための必要な支援を保護者や市民が行ったかどうか、検証する必要

があります。 

具体的には以下のような点が検証の視点となるでしょう。 

 

①おとなが「せんなん子ども会議」の意義（大切さ）を理解できているか。 
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②おとなが、「せんなん子ども会議」に参加する子どもの姿とその力を見ることによって、

子どもに対する見方が変わったか。 

 →「子ども安全大会」「防災会議」などには多くの市民が参加しており、振り返りシート

を読む限りにおいては、高く評価していることが推測できます。 

 

③「せんなん子ども会議」の取り組みを通して、育ち・学ぶ施設の職員や保護者の子ども

への向き合い方も変化するきっかけとなったか。 

④「せんなん子ども会議」をすすめることにより、子どもにかかわる事業や施策に深まり

と広がりができる契機となっているか。 

 

３、 「せんなん子ども会議」によって「第 8 条 子どもの権利に関する学習と教育」

および「第 15条 条例の広報」に取り組めたか。 

  

 次に２年間にわたる「せんなん子ども会議」の実践が条例８条に関連して、子ども権利

の関する学習効果がどの程度あったのか、さらに条例１５条に関連して、条例の広報にど

のような効果があったのか検証します。 

 

  「せんなん子ども会議」の手作り広報ツール 

 「せんなん子ども会議」では、子どもの権利に関するポスター「知ってほしい子どもの

思い」「子どもの 4 つの権利」と、パンフレット「虐待はしつけじゃない！」「いじめをな

くして仲良くしよう！」を作成し、２０１３年１１月市内各地で配布した。ポスターもパ

ンフレットもカラフルなイラストがいっぱい書かれていて、非常にわかりやすい。しかも

手作り感があふれています。 

今年度、ゲームや学習会、カレーパーティーなどを重ねるなかで、子どもの権利をポス

ターやリーフレットで伝えたいという声が上がり、夏休みから作成作業が始まりました。 

 ポスターやパンフレットグループのほかに、ビデオグループがあり、彼らは「せんなん

子どもニュース」という番組を制作しました。子ども権利条約の 4 つの権利に即して「ど

んな権利が守られていないか」が理解しやすい事例を考えました。「お母さん、シップちょ

うだい！」（生存の権利）「メールからいじめ」（参加の権利）「お菓子 つまみ食いしただ

けで・・・」（保護の権利）という再現映像をつくり、クスッと笑えて、「なるほど」と納

得する映像ニュースが完成します。 

「防災会議」や「人権市民のつどい」でその映像が披露され、参加したおとなからは「子

どもの権利についてわかりやすかった」「子どもと話しすることの大切さがわかった」「ニ

ュース形式の映像を各学校でも放映してほしい」などたくさんの賛同をえました。最初は

恥ずかしがっていた子ども会議のメンバーも思い切って自分の気持ちを伝えられたことが

自分の自信となり、恥ずかしさが楽しさへと変わっていきます。感想に「子ども会議にか

かわったことで、学校のみんなが子どもの権利のことで頼ってくれるようになった」「お兄
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ちゃんに携帯を見られた時、第 16 条のプライバシーの保護の話をした」などと記述してい

ます。子ども会議のメンバーは、子どもの権利の広報活動に参加することで、学校や家庭

においてまわりとの関係を変化させることができたと考えられます。 

 

適当かつ積極的な手段による広報 

 

 国連・子どもの権利条約は、第 42 条「広報義務」として締約国に①「権利の保有者」で

ある子どもへの広報義務を課していること、②「責務の担い手」であるすべてのおとなへ

の普及を徹底すること、③条約を適当かつ積極的な手段によって広報すること、の３つを

要請しています。3 つ目の子ども権利条約を「適当かつ積極的な手段によって広報する」と

はどのようなことなのでしょうか。 

それは、子どもたちの現実に即した実践力が身につく広報が必要だということです。多

くの子どもたちは学校で、知識としては人権や権利を学んでいるはずなのに、いじめへの

対応など肝心なときにこれをいかすことができません。ジュネーブ子どもの権利委員会は

広報・学習を「講義ではなく社会変革、相互交流および対話の過程としてとらえたときに

もっとも効果的になる。意識啓発には、子どもおよび若者を含むあらゆる階層を関与させ

るべきである」（子どもの権利委員会・一般的意見 5 号 69）と強調しています。 

子ども期にとって欠かせない権利を、「参加型学習」や「広報へ参加」によって学習し、

身近な生活に生かしていくことが、子ども自身の課題のより良い解決につながるのではな

いでしょうか。 

「せんなん子ども会議」の実践は、まさに上記のジュネーブの子ども権利委員会が要請

する「子ども権利条約を『適当かつ積極的な手段によって広報する』」という趣旨に合致し

た実践が行われており、条例検証委員としては高く評価します。 

 

広報における子ども参加 

 

 広報における子ども参加を考えるために、改めて「参加」とは何かを確認します。 

「参加」（participation）とは人の生命や人間が暮らすコミュニティの生活に影響を与

える意思決定を共有するプロセス全般を指します。子どもに即して言えば、「子どもにやさ

しいまち」に関わる準備・学習・計画・実施・評価など全般にわたります。大まかには次

の 3点があげられます。 

 ①子どもたちの学びの場への参加 権威的な方法では民主主義は学べない。ゲーム、ロ

ールプレイ、ディベートなど体験学習手法が必要である。②子どもの権利課題の解決の過

程に参加すること＝子どもにやさしいまちづくりへの参加。自治体の施策づくり、居場所

や遊び場づくりなど子どもの取り巻く環境や社会の構造そして組織運営のあり方そのもの

を参加型に変えていかなければならない。③人権侵害されている子ども当事者の参加。虐

待･イジメ・体罰･性暴力など権利をはく奪された子どもたちの相談救済という「エンパワ
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ーメント」のために必要となります。 

 子どもの学びの参加・まちづくりへの参加、相談救済における参加のいずれにおいても、

理解を促進し、参加者をあつめる広報が行わなければなりません。そこでも当事者である

「子どもの参加」が大切になります。何を広報するかという内容とともに、子どもととも

にどのように広報するかという媒体や方法を軽視してはなりません。何を広報するかは、

何をどのように広報するかによって規定されるからです。 

 「せんなん子ども会議」における平成２５年度のパンフレット・ポスター・ビデオの作

成プロセスは以上の「子どもの権利の広報における『子ども参加』」の意義に合致した取り

組みであったと高く評価できます。 

 

参加の３原則 

 子どもの権利広報には多様な媒体や方法があります。その中から、私たちは子どもの権

利条約や泉南市子どもの権利に関する条例を広報するためにどれを取捨選択していけばい

いのでしょうか。その際、子どもとどのようにパートナーシップを形成すればいいのでし

ょうか。 

 

 参加には三つの基本原則があります。 

 

    ①一番最初の段階から    （子どもたち・参加者の知っていることから始める） 

    ②すべての段階において  （プロセス（過程）を重視する） 

    ③次の段階まで          （参加のねらいを明確にする、むりをしない） 

              ・・・・・・の参加を。 

 

 まず「一番最初の段階から」とはどのような参加を述べているのでしょうか。坂道や階

段に例えると、子どもが良く知っている道、子どもが登りやすい高さから始めるというこ

とです。子どもたちが知っていること、使っている媒体を使った広報が効果的です。しか

し、私たちは子どもの生活を分かったつもりでいます。おとなは子どもに「事実」を聴い

ているつもりでも、子どもはおとなの「考えや期待」に応える回答をしてくることがよく

あります。子どもの現実が見えないまま広報が進められることが多いのではないかという

ことを自戒を込めて強調しておきます。 

 2 番目に、「すべての段階において」参加が必要となります。子ども条例やいじめなどの

権利侵害について広報の媒体や手法を選んでいく際に、私たちおとなは、プロセス（過程）

をていねいにすすめていかなければなりません。たとえば、子どもの権利を周りの子ども

や市民に広報する前に、企画会議において「どうして子どもの権利の課題が私にとって大

切なのか」をおとなは子どもに語っているでしょうか。私にとっての「いじめ」、私にとっ

ての「虐待」、私にとっての「暴力」、私にとっての「学校」「家族」など、「私の物語（Story 

of self）」を「はだかになって」開示できないと子どもたちは語りだしたり、動きださな
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いのではないでしょうか。 

 

→前述の泉南市で子ども権利に関する条例の子ども宣言文を２年半前に作っていたとき

に、私はファシリテーター（促進役）として３日間子どもたちとワークショップを進行し

ました。その際、一人の女の子が、家庭内でのつらい体験を話してくれました。その語り

をきっかけに、次々とそれぞれの私の物語が湧き出しました。子どもの権利をめぐる私の

物語とあなたの物語が「つながっている」と実感できたときに、宣言文のキーワードがど

んどん参加者から浮かんできました。「私たちの物語（Story of us）」のモデルができたと

きに広報の内容と媒体そして方法が生まれてきます。そのためには、企画のプロセスにお

いて、その都度、「楽しかったか」「理解できたか」「参加できたか」「気づいた点はあるか」

を振り返りシートに記入してもらう必要があります。 

 

→事務局の皆さんが、平成２５年度の取り組みの中で、上記の「前文」を作ったときに

エピソードを語り、新しく参加した子どもたちに「あなたたちが本当に伝えたいことは何

なのか」を強く問いかけた場面がニュースレターに記述されていました。それが、上記で

いう「私の物語」の再確認であったように思います。また、ビデオ製作のプロセスでも、

シナリオを作成する際「私の物語」を語る場面があったことも高く評価します。 

 

 最後に、「次の段階までの参加」つまり、広報のねらいを明確にする、むりをしないとい

うことです。子どもの権利広報活動を通して、参加している子どもとおとなは何を目指す

のか、どんな変化を求めるのか、そのために広報の受け手にどんなアクション（行動）を

提案するのかを共有する必要があります。そのねらい、行動提案が明確になれば、媒体や

方法もより具体的になります。おとなはどうしても大きい目標や長期間の行動計画を目指

したくなりますが、急がない、無理をしない、失敗しても大丈夫という姿勢が大切です。

待つこと、聴くことを丁寧に行えば、子どもと子どものピアのちから（仲間のちから）が

生まれ、おとなとの対話も促進されるでしょう。 

子ども向けの広報の課題 

 

続いて、「子どもへの広報」に関して、今後、泉南市における条例広報において留意す

べき点について述べます。同時に広報活動が「態度の変革、行動および子どもの扱いに与

えた影響」（ジュネーブ子どもの権利委員会の日本政府への第 2 回総括所見 21）をどのよ

うに評価するかを紹介します。泉南市子どもの権利条例における広報・啓発・学習におい

て以下の視点を重視することを求めます。 

 

第 1 に、チャイルド・フレンドリーな広報に取り組む必要がある。子どもにわかりやす

い広報・学習資料の作成・配布は、政府・自治体・NPOによって取り組まれています。例え

ば、川崎市は、『子どもの権利条約ってなに？』という子ども語訳による３種類（小学校
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低学年版・高学年版・中高生版）作成しています。日本が「子どもの権利条約」を批准し

た 1994年から配布を開始し、権利条約の理解に役割を果たしています。泉南市も引き続き

子どもに分かりやすい広報を進める必要があります。 

 

 第 2 に、子どもたちの自己肯定感情を育む広報を優先しなければならない。単なる知識

ではなく、「自己や他者の権利を実際に守れるような権利行動力を子どもたちが身につける

ためには、学んだ知識を権利行動のつなぐための内的な衝動を起こす感性、すなわち人権

感覚の獲得が欠かせない」（喜多明人）。そのためには「自分のことが好きになれない」子

どもの実感をおとなに伝え、自己肯定感情＝自尊感情（セルフ・エスティーム）の獲得が

子どもにとって最優先課題であることを啓発していかねばなりません。自分が大切にされ、

自分にどんな権利があるかを知ることが、他者共感、人権の相互尊重の感性の獲得につな

がります。 

 

第 3 に、広報は子どもたちの現実に即した実践力が身につくものでなければならない。

子ども期の生活や学習にとって欠かせない子どもの権利の課題を取り上げて、その権利活

用のスキルを伝え、学ぶことが重要です。子どもたちの現実に即した実践力が身につく学

習方法として、参加型学習の取り組みも多くの自治体や NPO で行われています。参加型学

習は、参加者の相互作用による理解がはかられる、学び方重視の学習です。 

 

 第 4 に、広報資料作成には、子どもおよび若者を含むあらゆる階層の参加が不可欠であ

る。いくつかの自治体や NPO では、子どもの参加を積極的に取り入れ、子ども自身の関わ

りによって子ども向け広報資料を作成しています。せんなん子ども会議の実践を引き続き

行っていく必要があります。 

第 5に、見えにくい子どもへの広報を重視することである。子どもの権利条約や条例は、

ジェンダー、家庭状況、心身の障害、エスニシティ（人種・民族・言語）などの間の「格

差」や「不平等」に目を向けることを強調します。泉南市の中で、もっとも権利を奪われ

存在が見えにくい子どもにフォーカスしているかどうかを検証しなければなりません。具

体的な取り組みとして「子どもの権利ノート」がある。子どもの権利ノートは、児童福祉

施設で生活することになった子どもたち自身が権利について理解し行使していける、また

集団生活のもと権利の制約が起こりやすい施設において、その行使を可能にする環境作り

を目的に作成されたものです。 

 

 第 6 に、広報は相談・救済機関へのアクセスを促進しなければならない。ジュネーブの

子どもの権利委員会は「条約に関する知識を広めるための包括的戦略を各国が策定するよ

う提案しています。そこには、実施および監視に従事している機関――政府機関および独

立の機関――に関する情報と、そのような機関にどのように連絡したらよいかに関する情

報も含まれるべきである」（一般的意見 5 号 67）と述べています。近年、全国各地にチャイ
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ルドラインや子どもの人権オンブズパーソンなど子どもの相談・救済機関が誕生していま

す。泉南市の子どもたちが、いじめや体罰そして虐待等を受けた際に、既存の相談機関に

アクセスしやすいように努めなければなりません。広報活動が SOS を求める子どもへどの

ように伝わっているかを分析する必要があります。子どもにとって、相談機関を「知る」

こと「わかる」こと「使える」ということの 3 つの間には、いくつものハードルがあるこ

とを理解して、子どもが直接相談しやすい環境づくりと広報が大切です。 

以上 

  



43 

 

子どもの権利条例委員会 開催概要 

 

 日 会場 内容 

１ 平成25年 11月 18日(月) 

14 時～16 時 

泉南市役所 

大会議室 

委嘱状交付・委員紹介 

会長、副会長選出 

議案 

（１）子どもの権利条例委員会の役割について 

（２）「泉南市子どもの権利に関する条例」にか

かわる平成 24 年度、25 年度の取り組み

について 

２ 平成25年12月16日(月) 

10 時～12 時 

総合福祉セ

ンター 

研修室２ 

（１）条例委員会に課せられた検証について 

（２）検証の進め方と報告について 

（３）子どもの権利条例委員会要綱案について 

３ 平成 26 年 1 月 20 日(月) 

14 時 30 分～16 時 30 分 

泉南市役所  

多目的室 

（１）子どもの権利条例委員会の要綱案につい

て 

（２）検証の進め方と報告の内容について 

（３）体罰について 

（４）いじめ防止法と条例について 

４ 平成 26 年 2 月 17 日(月) 

13 時～15 時 

総合福祉セ

ンター 

研修室２ 

（１） 委員会に課せられた検証について 

（２） 報告の枠組みについて 

（３） 具体的な取組について 

５ 平成 26 年 3 月 10 日(月) 

10 時～12 時 

泉南市役所 

市民相談室 

（１） 規則、要綱について 

（２） 市長への報告内容について 

６ 平成 26年 3月 24日（月） 

10 時～12 時 

泉南市役所 

市民相談室 

（１） 市長への報告文案について 

（２） 各委員の意見書について 

７ 平成 26年 4月 12日（土） 

9 時半～12 時 

泉南市役所 

大会議室 

（１） 市長への報告文案について 

（２） 「いじめ」「体罰」について 

      

学習会 

１ 平成 26年 2月 3日（月） 

10 時～12 時 

泉南市役所 

多目的室 

せんなん子ども会議の活動（ポスター、パン

フレット、DVD、パワーポイント等）につい

て 

体罰について 

 

資料４ 


